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１ 国民健康保険歳出は、主に、国民健康保険事
業費納付金、出産育児一時金等、その他の支出
で構成されている。
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２ 保険税は、主に納付金と出産育児一時金等の
支出に充当する。
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３ 納付金と出産育児一時金等には、保険税以外
に国県補助金等の財源が充当することができる
ため、保険税額から控除する。
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４ 保険税は、低所得者を対象とした軽減があり、
所得が高い方の課税には限度額が設定されてい
て、超過する部分は課税されないため、その額
を保険税額から控除して税率は算定する。
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